
寄附金税額控除の手続の流れ 
 
■管轄の税務署で所得 定申告をしてください。 
（寄附をしたことを証 領収書等が必要となります） 
■確定申告後、所得税 と個人住民税の税額控除が受けられます。 

寄附された方に行っていただく手続き等 

行政機関が行う手続き等 
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管轄の税務署 

③確定申告書の提出 
（1月～12月までの①の寄附に関し、②の受領書
を添付の上、翌年 3月 15日までに確定申告） 

⑥個人住民税の税額控除 
（控除後の税額で翌年度の住民税が課税） 
1月
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まいの市区町村 ⑤連絡 
（確定申告書の写しの提供） 


